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第７ 小規模特定用途複合防火対象物の取扱い 

 

 省令第 13条第１項第２号に規定する「小規模特定用途複合防火対象物（政令別表第１⒃項イ

に掲げる防火対象物のうち、特定用途に供される部分の床面積の合計が、当該部分が存する防

火対象物の延べ面積の 10分の１以下であり、かつ、300㎡未満であるものをいう。以下同じ。

第７－１図参照）」の消防用設備等の設置単位の取扱いは、次によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７－１図 

 

１ 屋内消火栓設備等の非常電源に関する事項      【省令第 12条第１項第４号関係】 

  延べ面積が 1,000㎡以上の小規模特定用途複合防火対象物においては、屋内消火栓設備の
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非常電源として非常電源専用受電設備を設置することができること。なお、省令第 12条第１

項第４号の規定の例によることができることとされているスプリンクラー設備等の非常電源

についても同様とする。（第７－２図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７－２図 

 

２ スプリンクラー設備を設置することを要しない部分  【省令第 13条第１項第２号関係】 

  小規模特定用途複合防火対象物の次に掲げる部分以外の部分で 10階以下の階に存するもの

は、スプリンクラー設備を設置することを要しない部分とする。（第７－３図参照） 

 ⑴ 政令別表第１⑹項イ⑴及び⑵に掲げる防火対象物の用途に供される部分 
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 ⑵ 政令別表第１⑹項ロ⑴及び⑶に掲げる防火対象物の用途に供される部分 

 ⑶ 政令別表第１⑹項ロ⑵、⑷及び⑸に掲げる防火対象物の用途に供される部分（介助がな

ければ避難できない者として省令第 12条の３に規定する者を主として入居させるもの以外

のものにあっては、床面積が 275㎡以上のものに限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７－３図 

 

３ 自動火災報知設備の感知器等を設けることを要しない部分 

【省令第 23条第４項第１号ヘ関係】 

 ⑴ 自動火災報知設備の感知器を設けることを要しない部分として、小規模特定用途複合防

火対象物（政令第 21条第１項第８号に掲げる防火対象物を除く。）の部分（同項第５号及



212 

 

び第 11号から第 15号までに掲げる防火対象物の部分を除く。）のうち、次に掲げる防火対

象物の用途に供される部分以外の部分で、政令別表第１各項の防火対象物の用途以外の用

途に供される部分及び同表各項（⒀項ロ及び⒃項から⒇項までを除く。）の防火対象物の用

途のいずれかの用途に供される部分であって当該用途に供される部分の床面積（その用途

に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいもので

ある場合にあっては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供され

る部分の床面積の合計）が 500㎡未満（同表⑾項及び⒂項に掲げる防火対象物の用途に供

される部分にあっては、1,000㎡未満）であるもの（第７－４図参照） 

  ア 政令別表第１⑵項ニ、⑸項イ並びに⑹項イ⑴から⑶まで及びロに掲げる防火対象物 

  イ 政令別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに

限る。） 

 ⑵ 前⑴の自動火災報知設備の感知器を設けることを要しない部分については、地区音響装

置及び発信機（以下この項において「感知器等」という。）についても設けることを要しな

い。 
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第７－４図 

 

４ 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置 

  【特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に 
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供する設備等に関する省令（平成 20年総務省令第 156号）第２条関係】 

  延べ面積が 300㎡以上の小規模特定用途複合防火対象物であって、次に掲げる防火対象物

の用途に供される部分及び前３の感知器等を設けることを要しない部分のみで構成され、こ

れらの部分以外の部分が存しないものについては、特定小規模施設用自動火災報知設備を設

置することができる。（第７－５図参照） 

 ア 政令別表第１⑵項ニ、⑸項イ並びに⑹項イ⑴から⑶まで及びロに掲げる防火対象物 

 イ 政令別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７－５図 

 

５ 特定一階段等防火対象物の取扱い         【省令第 23条第４項第７号ヘ関係】 

  小規模特定用途複合防火対象物は、省令第 23条第４項第 7号ヘに規定する特定一階段等防

火対象物の適用を受けないこと。（第７－６図及び第７－７図参照） 
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第７－６図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７－７図 

 

６ 避難器具の設置個数の減免                【省令第 26条第６項関係】 

  小規模特定用途複合防火対象物に存する政令第 25条第１項第１号及び第２号に掲げる防火

対象物の階が次の⑴から⑶まで（当該階が２階であり、かつ、２階に政令別表第１⑵項及び

⑶項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存在しない場合にあってはア及びウ）のい

ずれにも該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。（第７―８図参
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照） 

 ⑴ 下階に政令別表第１⑴項から⑵項ハまで、⑶項、⑷項、⑼項イ、⑿項イ、⒀項イ、⒁項

及び⒂項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。 

 ⑵ 当該階（当該階に省令第４条の２の２第１項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画

されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分）から避難階又は地上に直

通する階段が２以上設けられていること。 

 ⑶ 収容人員が、政令第 25条第１項第１号に掲げる防火対象物の階にあっては 20人未満、

同項第２号に掲げる防火対象物の階にあっては 30人未満であること。 
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第７－８図 

 

７ 誘導灯を設置することを要しない部分 

【省令第 28条の２第１項第５号及び第２項第４号関係】 

  小規模特定用途複合防火対象物（政令別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項

に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。）の地階、無窓
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階及び 11階以上の部分以外の部分については、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置すること

を要しない。（第７－９図参照） 

  なお、政令別表第１⑼項ロに掲げる防火対象物は、政令第 26条第１項の規定により、地

階、無窓階及び 11階以上の部分以外の部分にも誘導灯の設置が義務付けられていることか

ら、政令別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる防火対象物及び⑼項

ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分のみからなる小規模特定用途複合防火対象物に

ついては、適用できないこと。（第７－10図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７－９図 
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第７－10図 


